お試し立地支援制度用

事業計画書

１　企業概要
（1） 設立年月日　　　　　　：
（2） 資本金及び出資金　　　：
（3） 業種　　　　　　　　　：
（4） 主要生産品目、業務等　：
（５）既設事業所等の概要　　：
	名　称
	所　　在　　地
	雇用者数
（正社員数）
	生産品目、業務等

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	計
	
	
	


　　□　過去２年間、京都市内にオフィス等を設置していない。

（6） 企業区分
□　日本企業　
□　海外企業　（海外企業のうち、□外国企業 　□外資系企業）
	議決権の保有者
	保有割合（％）

	
	

	
	

	
	


※海外企業：外国企業（外国の法令に基づいて設立された企業）及び外資系企業（国内企業のうち、発行株式
の総数又は出資総額の割合の３分の１超を外国企業等又は外国人が保有する企業）







２　補助対象事業の概要
	利用期間
	　　　年　　　月　　　日～　　　年　　　月　　　日　

	利用形態
	

	利用料
	　　円　

	利用人数
	　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人　

	経路
	

	交通費
	片道交通費　　　　　　回数　　　　　　　合計
円　×　　　　　回　＝　　　　　　　円


＊利用料：シェアオフィス等の利用料として支払う経費（入会金、保証金、事務手数料、飲食料及び宿泊料など、
　　　　　通常定額の利用料に含まれないものとして市長が認める経費を除く。）
＊経路：通常勤務する事業所の所在地又は自宅からシェアオフィス等への経路

　□　補助対象期間内に市の取材やアンケート等に応じます。

３　添付書類
（1） シェアオフィス等の所在地の位置図
（2） シェアオフィス等の利用料がわかる書類
（3） その他市長が必要と認める書類

４　確認事項
□　申請者は、要綱第１０条第２項に掲げる以下の者に該当しません。
　京都市企業立地促進制度補助金交付要綱（抄）（第１０条第２項）
⑴　京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団密接関係者 
⑵　風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２号）に規定する性風俗関連特殊営業及びそれらに類似する業種を営む者 
⑶　営業に関して必要な認可等を取得していない者 
⑷　市町村税を滞納している者 
⑸　本市が補助金を交付するに当たり、社会的な信頼性及び公平性を損なうおそれがある者
⑹　過去に本要綱に基づく補助金の交付を受けた者
  □　要綱に規定する要件を欠いたとき、同第１８条に規定する補助対象事業の指定の取消を受けることについて同意します。

